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●１３歳未満、７０歳以上、身体の不自
由な人

●交通量が多く車道の幅が狭い場
合や工事等により車道の左側を走
行できない場合

●「普通自転車歩道通行可」の標識・
標示がある場合

☝歩道通行ができる場合でも歩道内
は歩行者優先です。

●「止まれ」標識のある交差点では必ず
一時停止し、安全確認をしましょう。

●信号は車両信号に従うのが原則。
●横断歩道を渡る場合は歩行者用
信号に従いましょう。

●自転車事故による
犠牲者の約7割が
頭部に致命傷を
負っています。

※令和５年４月から道路交通法改正
により、すべての自転車利用者の
ヘルメット着用が努力義務となっ
ています。

①車道が原則、左側を通行
　歩道は例外、歩行者を優先

②交差点・信号では一時停止

③夜間はライトを点灯

④飲酒運転は禁止

⑤ヘルメットを着用

知っていますか？自転車の交通ルール
【問合わせ】 防災安全課 ☎84-0626自転車安全利用五則

歩道通行ができる場合

ヘルメットを着用
して命を守りましょ
う。

自転車乗車用ヘルメット購入費の補助金申請はお済みですか？
　自転車乗車中の交通事故における被害軽減のため、ヘルメットの購入費を一部補助しています。
　窓口での申請に加え、スマホやタブレットからの電子申請も可能です。
補助対象者　小中学生、高校生等、６５歳以上の高齢者
補　助　額　購入費用の2分の1の額（上限2,000円）　※締め切り間近です。
受 付 期 間　2月29日（木）まで　※ただし予算がなくなり次第終了します。
必 要 書 類　①本人確認書類　②ヘルメットの安全認証が確認できるもの　③申請者名義の振込先
　　　　　　　口座が分かるもの　④領収書等の写し　⑤補助金交付申請書兼誓約書兼実績報告書

◀内閣府パンフレット

　左記の罰則のほか、危険行為
を３年以内に２回以上繰り返し
た場合は、「自転車運転者講習」
を受講しなければなりません。

罰則（一部）
危険行為 罰　則

信号無視、一時不停止、歩道通行
または車道の右側通行

３か月以下の懲役または５万円以下の
罰金

ながら運転（スマホ・イヤホンの使用、
傘さし等）、夜間のライト無点灯 ５万円以下の罰金

歩行者妨害 ２万円以下の罰金または科料

飲酒運転 ５年以下の懲役または１００万円以下
の罰金

自転車運転者
講習制度

ご注意ください！自転車利用者の自転車損害賠償責任保険の加入は義務です
※自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例（愛知県）規定

https://www.city.handa.lg.jp/kotsu/jitenshajourei.html
https://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/444623.pdf
https://www.city.handa.lg.jp/kotsu/koutsuu/jitenshajoushayouherumetto.html



